
これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）  

平成 20年 9 月 3 日  

今後の精神保健医療福祉の  

あり方等に関する検討会  

【関係部分抜粋】  

Ⅲ 今後の精神保健医療福祉施策の基本的考え方  

1．基本的考え方  

（1）我が国の精神保健医療福祉施策の沿革  

○ 我が国の精神保健医療福祉施策については、明治33年の「精神   

病者監護法」の制定まで法的な規制は存在していなかった。同法   

により、私宅、病院等での監置制度が設けられたが、私宅監置を   

容認していたため医療保健の面では極めて不十分であった。   

○ 戦後、昭和25年の精神衛生法の制定により、都道府県に対する   

精神科病院の設置義務付けや指定入院制度の創設を行い、それ以   

降、自宅や地域における処遇の問題を改善する観点から、精神科   

病院への入院を中心とした処遇が進められてきた。  

○ その後、昭和39年にはいわゆる「ライシャワー事件」が起こり、   

昭和40年には通院公費負担制度を創設し、在宅精神障害者の訪問   

指導・相談事業を強化する等の精神衛生法の改正が行われた。こ   

の改正以降、精神障害者の社会復帰の推進を図ったものの、我が   

国においては、医療、福祉等の精神障害者の地域生活を支える資   

源が不十分であり、この時期に精神病床数を急速に増加させた。   

また、昭和36年10月の精神衛生法の改正による措置入院費の国   

庫補助率の引き上げ等を背景として、措置入院患者数についても、   
昭和35年の約1．2万人が昭和45年には約7．7万人でピークに達   

するなど急速な増加をみせた。  

○ さらに、その後、昭和59年に起こった、精神科病院における無   

資格者による診察等の実施や看護助手らによる暴行が行われた事   

件等、精神科病院における人権侵害事件を契機に、入院患者をは  
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じめとする精神障害者の人権擁護を求める声が高まり、それを背   
景に、昭和62年には、精神障害者の人権に配慮した適正な医療及   
び保護の確保と精神障害者の社会復帰の促進を図る観点から、任   

意入院制度の創設や精神医療審査会の創設等を内容とする精神衛   

生法の改正が行われ、法律の名称も精神衛生法から精神保健法へ   
と改められた。   

○ 障害者基本法（平成5年）、精神保健及び精神障害者福祉に関す   
る法律（平成7年）、障害者自立支援法（平成17年）の成立等を   
経て、入院処遇中心から地域移行への方向転換が図られてきたが、   
地域生活を支える医療・福祉サービスの提供体制が十分でないこ   

とや、我が国における精神疾患や精神障害者への理解が十分でな   
かったこと等の理由により、その成果は未だ十分でなく、依然と   
して多くの長期入院患者が存在している。  

（2）今後の精神保健医療福祉施策の基本的考え方  

○ このように、現在の長期入院患者の問題は、入院医療中心であ   
った我が国の精神障害者施策の結果であり、行政をはじめ関係者   
は、その反省に立った上で、「入院医療中心から地域生活中心へ」   

という基本理念に基づいて、今後の施策の立案・実施に当たるべ   

きセある。  

○ 精神保健医療福祉施策に関しては、今後も、精神保健及び精神   
障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法に則り、また、障   
害者権利条約等の国際的な動向も踏まえっつ、「入院医療中心から   
地域生活中心へ」という基本理念に基づく方策を更に推し進め、   
精神障害があっても地域において安心して自立した生活を送るこ   

とができるようにするとともに、精神疾患に羅患した場合にも早   
期に適切な医療にかかれるような社会としていくことを基本的な   

考え方とし、以下の柱に沿って、施策を講ずるべきである。  
1）精神疾患の早期発見・早期対応による重症化の防止のための体   
制の整備   

2）急性期入院医療の充実等による入院医療の質の向上や、精神科   
救急医療、精神科訪問看護等地域生活を支える医療の整備を通じ   

た入院の長期化や再入院の抑止   

3）地域における福祉サービス・医療サービス等の充実を通じた入  
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院患者の地域生活への移行及び地域生活の支援の一層の推進と、  

長期入院が必要な患者に対する適切な療養の提供  

○ 具体的施策については、上記の基本的な考え方や施策の柱を踏   

まえて、以下の方向性でその推進を図るべきである。   

①地域生活を支える支援の充実  

精神障害者が、地域において質が高く適切な福祉サービスや  

医療サービス等の必要な支援を十分に受けることができる体制  

作りを行う。   

②精神医療の質の向上  

救急医療の整備、入院医療の急性期への重点化等、疾患や病  
期に応じて人権に配慮した適切な医療が提供されるとともに、  

精神医療の質が向上することにより、精神障害があっても、地  
域において安心して生活を営み、かつ、入院した場合でもでき  

る限り早期に地域生活に戻ることができる体制作りを行う。   

③精神疾患に関する理解の深化  

精神疾患に関する正しい理解が進み、精神疾患にかかった場  

合でも早期に適切な対応が行われ、かつ、精神障害者が地域の  

住民として暮らしていくことができる社会を構築する。   

④長期入院患者を中心とした地域生活への移行・定着支援  

①から③までの取組を進めることにより、既に長期にわたり  

入院している精神障害者を中心として、それぞれの特性を踏ま  

えつつ、地域生活への移行・定着をはじめとして、入院から本  
人にふさわしい生活への移行・定着までが、円滑に行われる流  

れを作る。  

2．施策の推進体制等について  

○ 上記の考え方に基づき、精神保健医療福祉施策を推進していく   
に当たっては、将来のあるべき姿（ビジョン）を示した上で、可   

能な限り、客観的な指標に基づく明確な数値目標を定め、それを   

実現するためのロードマップを明確にし、必要な財源を確保しつ   

つ個別の対策を講じ、更に定期的にその進捗状況を評価するとい   

う一連の政策の流れを徹底すべきである。  

○ また、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の   

施策が着実に推進されるよう、市町村を中心とした地域（都道府  
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県・政令指定都市、保健所設置市区、その他の市町村等）におけ  
る検討・推進体制（当事者の施策立案過程への参画を含む。）のあ  

り方や制度上の位置付けについても検討すべきではないか。   

その際、市町村等における人的・財政的な基盤の確保や、地域  
における施策の推進体制の強化等のための障害福祉計画の充実、  

医療計画と障害者計画や障害福祉計画との関係をはじめとする各  

種計画の相互関係の強化のための方策等についても検討すべきで  

はないか。  

○ なお、上記のビジョンの提示や数値目標の設定、ロードマップ   

の明確化については、本年末に予定されている本検討会の中間ま   

とめや来年夏頃に予定されている本検討会の最終まとめにおいて   

具体的に示すことを目指して今後検討を行うこととし、具体的施   

策の検討については、ⅣからⅥまでで示す方向性に沿って進める   

こととしてはどうか。  
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Ⅴ 精神保健医療体系の再構築に関する今後の検討の方向  

1．検討の基本的方向性  

○ 今後の精神保健医療福祉施策に関する基本的考え方や検討会にお   

けるこれまでの議論を踏まえ、今後、精神保健医療体系については、   

以下の基本的考え方に沿って検討を行ってはどうか。  

・ 人員基準の見直しや医療計画制度の見直し等、医療制度全体に  

係る近年の取組の状況も念頭に置きつつ、精神保健医療の水準の  

向上を目指す。  

・病期（急性期、回復期、療養期）や疾患（統合失調症、認知症、  

うつ病、身体合併症、児童・思春期等）に応じて、入院医療をは  
じめとする医療機能のあり方を明示した上で、将来的な病床の機  

能分化や医療体制の姿を提示する。  

・ その際、統合失調症をはじめとする精神疾患に関する入院の短  

期化や、認知症患者の増加等の疾病構造の変化や精神病床・介護  

保険施設等の入院・入所機能のあり方を含めた認知症に係る体制  

の全体像に関する総合的な検討を踏まえた上で、機能に応じた病  

床の必要数を明確化し、これを踏まえて、住まいの場をはじめと  

する地域生活支援体制の整備を進めるとともに、それぞれの機能  

にふさわしい人員・構造等の基準を明らかにしそれに応じた適切  

な評価を行いつつ、統合失調症患者の地域移行を更に促進するな  

どして、病床数の適正化を図る。  

入院や通院を含めた医療機能について、関連する他のサービス  

との連携も含めて医療計画に記載するなど、制度的な対応を充実  

する。  

2．個別の論点  

（1）入院医療について  

O 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」に掲げられた方向性や地   

域移行の推進という施策の方向性を踏まえ、病期や疾患に応じた   

入院機能のあり方を明らかにするとともに、病棟・病室（ユニッ   

ト）単位での機能分化を含め病床機能分化の推進のための具体的   

方策について検討すべきではないか。  
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○ 病期・疾患に応じた入院機能のあり方や、通院・在宅医療、介   
護・福祉等他のサービスの機能等を踏まえ、現在精神病床が果た   

している機能を評価した上で、人員・構造等の基準、機能に応じ   

た病床の必要数、病床の機能強化のための方策等、今後の精神病   

床のあり方についても検討を行うべきではないか。  

○ 精神病床の人員配置やその評価、精神病室等に係る規制につい   

ても、地域移行を推進する観点や、精神医療のマンパワーの充実   

や水準の向上、身体合併症を有する患者等に対する適切な医療の   

実施の観点から、その見直しについて検討を行うべきではないか。  

（2）通院・在宅医療について  

O 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」に掲げられた方向性を踏   

まえ、精神科デイ・ケア等の患者の症状やニーズに応じた機能強   

化・分化や、精神科訪問看護の更なる普及をはじめとした在宅医   

療の充実のための方策について検討を行うべきではないか。  

○ その際、病状や必要な支援の内容等利用者の実態を踏まえ、福   

祉サービスとの役割分担のあり方に？いても検討を行ってはどう   

か。  

（3）医療体制・連携について  

○ 相談体制、入院医療及び通院・在宅医療のあり方に関する検討   

や、医療計画制度の見直しを踏まえ、今後の精神医療体制のあり   
方について検討を行うべきではないか。  

・精神科救急医療体制の充実について  

・精神医療における病院と診療所の機能とその分担、連携のあ  

り方について  

・精神医療体制の制度的な位置付けについて′  

・精神疾患と身体疾患を併せ持っ患者に対する医療提供のあり  
方について   

いわゆる総合病院における精神医療の提供をはじめとした、  

救急機能を含む一般医療と連携した精神医療の医療提供体制に  
おける位置付けについて  
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精神疾患の重症化の防止を図るための早期支援のあり方につ  
いて  

⊂）他のサービスや関係機関との連携が必要と考えられる分野（認   

知症、依存症、児童・思春期等）については、病期・疾患に応じ   

た入院機能のあり方と機能分化に関する検討も踏まえ、その体制   

のあり方について検討を行うべきではないか。  

特に、高齢の認知症患者については、医療サービスと介護サー   

ビスが密接な連携の下で提供される必要があるが、認知症疾患医   

療センターを中核として認知症医療体制の整備を図りつつ、周辺   

症状の急性期や身体合併症への対応という認知症の専門医療機関   

の機能を更に明確化・重点化する観点から、精神病床（認知症病   

棟（旧認知症疾患治療病棟）等）や介護保険施設等の入院・入所   

機能のあり方を含めた体制の全体像について、総合的に検討を行   

ってはどうか。  

（4）人材の確保・資質の向上をはじめとした精神医療の質の向上につ   

いて  

○ 医師、看護職員、精神保健福祉士、作業療法士等の医療関係職   
種は、精神保健医療を支える重要な基盤であることから、精神病   

床に係る人員基準の見直しや、病床数の適正化の取組も念頭に置   

きつつ、その確保や資質の向上のための方策について検討を行う   
べきではないか。  

○ 薬物療法のあり方や精神疾患に関する研究開発の推進を含め、   

その他精神医療の質の向上の観点から必要な取組について、更に   

検討を行うべきではないか。  
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Ⅵ 精神疾患に関する理解の深化（普及啓発）に関する今後の検討の方   
向  

1．検討の基本的方向性  

○ 精神疾患に関する理解の深化（普及啓発）については、効果的   

な普及啓発の実施が、本人や周囲の正しい理解や行動を促し早期   

対応につなげられるという側面と精神障害者の地域生活への移行   

を円滑にするという側面を有することや、地域生活への移行の推   

進により精神障害者と触れ合う機会を増やすことが更なる普及啓   

発につながるという側面を有することを踏まえつつ、精神疾患の   

早期発見・早期対応による重症化の防止を図ることを念頭に置い   

て、今後の具体的な普及啓発方策について検討を行ってはどうか。  

2．個別の論点  

O 「こころのバリアフリー宣言」のような国民一般を広く対象と   

する普及啓発から、疾患や年代、対象者といったターゲットを明   

確化した普及啓発に重点を移していくことについて検討すべきで   

はないか。あわせて、ターゲットに応じた効果的な普及啓発の手   

法や普及啓発の実施主体等についても、検討を行うべきではない   

か。  

○ ニュージーランドのデータによると、成人期以降に何らかの精   

神疾患に篠患している者のうち、約50％は10代前半までに、約   

75％は10代後半までに、既に何らかの精神科的診断に該当してい   

ることや、近年の諸外国における普及啓発の取組を踏まえ、早期   

対応の観点からの普及啓発については、学齢期等の若者とそれを   

取り巻く者を重要なターゲットとして位置付け、学校教育分野と   

の連携や必要なサービスの確保を図りつつ、重点的に行うことに   
ついて検討すべきではないか。  

○ 疾患によるターゲットについては、精神疾患に関する理解度が   

疾患によって大きく異なり、統合失調症に関する理解が遅れてい   

ることを踏まえ、統合失調症に関する理解の進展を目標の1つと   

して、重点的に普及啓発を行うことについて検討すべきではない   

か。  
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○ また、地域移行を円滑にする観点からの普及啓発についても、   

行政自らが関係者間の調整に当たることを含めその効果的な方策   

について引き続き検討してはどうか。  

○ 上記の検討にあわせて、普及啓発の効果を適切に評価するため   

の指標についても検討すべきではないか。  

○ また、普及啓発の推進に関する以下の意見についても、普及啓   

発方策全体の中で検討を行ってはどうか。  

・ 家族や、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法  

士、臨床心理技術者等（精神科以外の医療関係者を含む。）や教  
員等、本人の身近にいる者への普及啓発について  

医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理技術  

者等における専門的な概念の共有化について  

議員、行政関係者、マスメディア、医師、司法関係者、教師、  
警察関係等、社会的な影響力の強い者に対する普及啓発につい  

て  

精神障害者自身による啓発について  

地域自立支援協議会等地域単位での施策の検討の場へのピ  

ア・サポーター等の当事者の参画について  

・ 普及啓発における行政の役割について  
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